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高砂市議会規則第  号 

   高砂市議会会議規則の一部を改正する規則 

 高砂市議会会議規則（平成２６年高砂市議会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第８３条第１項中「出席できないとき」の次に「（高砂市議会委員会条例（昭和

４６年高砂市条例第３７号。以下「委員会条例」という。）第１３条の２第２項の

規定により委員長の許可を得た同条第１項に規定するオンラインによる通話の方

法による出席ができないときを含む。）」を加える。 

 第８６条第１項中「出席委員」の次に「（委員会条例第１３条の２第２項の規定

により委員長の許可を得て同条第１項に規定するオンラインによる通話の方法に

よる出席をした委員を含む。）」を加え、同条第２項中「退席」の次に「（委員会条

例第１３条の２第２項の規定により委員長の許可を得て同条第１項に規定するオ

ンラインによる通話の方法による出席をした委員については、当該出席をしない

こと）」を、「出席」の次に「（同条第２項の規定により委員長の許可を得た同条第

１項に規定するオンラインによる通話の方法による出席を含む。）」を加える。 

 第８８条ただし書及び第９１条ただし書中「出席委員」の次に「（委員会条例第

１３条の２第２項の規定により委員長の許可を得て同条第１項に規定するオンラ

インによる通話の方法による出席をした委員を含む。）」を加える。 

 第１０９条第１項中「出席」の次に「（委員会条例第１３条の２第１項に規定す

るオンライン委員会における同項に規定するオンラインによる通話の方法による

出席を含む。）」を加える。 

 第１１０条に次の１項を加える。 

２ 委員会条例第１３条の２第１項に規定するオンライン委員会の開会中におけ

る前項の規定の適用については、同項中「委員席に着き」とあるのは「委員と

して」と、「委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、そ

の議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない」とあるのは

「委員長として議事を進行しなければならない」とする。 

 第１１１条第２項中「出席委員」の次に「（委員会条例第１３条の２第２項の規

定により委員長の許可を得て同条第１項に規定するオンラインによる通話の方法

による出席をした委員を含む。）」を加える。 
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 第１４２条中「議場又は」を「議場若しくは」に改め、「者」の次に「又は委員

会条例第１３条の２第１項に規定するオンライン委員会において同項に規定する

オンラインによる通話の方法による出席をする者」を加える。

第１５３条中「出席停止」の次に「（委員会条例第１３条の２第１項に規定する

オンライン委員会における同項に規定するオンラインによる通話の方法による出

席の停止を含む。）」を加え、同条ただし書中「出席」を「当該出席」に改める。 

 第１５４条中「出席を」を「出席（委員会条例第１３条の２第１項に規定する

オンライン委員会における同項に規定するオンラインによる通話の方法による出

席を含む。以下この条において同じ。）を」に、「出席した」を「出席をした」に

改め、「退去」の次に「（同項に規定するオンライン委員会については、当該出席

をしないようにすること）」を加える。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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